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2023 年 10 月 26 日 

 

各 位 

 会 社 名  大 日 本 塗 料 株 式 会 社 

 代表者名  代表取締役社長 里 隆幸 

（コード番号：4611 東証プライム） 

 問合せ先  取締役常務執行役員管理本部長 永野達彦 

（TEL. 06－6266－3100） 

 

当社連結子会社における不適切行為及び JIS マーク表示の一時停止等について 

 

当社の連結子会社において製造する JIS 製品について、社内で定めた検査規格に係る検

査値の改ざん等の不適切行為が判明いたしましたので、お知らせいたします。関係者の皆

様方には多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。 

また、当社は、2023 年 10 月 26 日付で、一般財団法人日本塗料検査協会（以下、「日本

塗料検査協会」といいます。）より、下記 4．のとおり、JIS マーク表示の一時停止の通知

を受けましたので、あわせてお知らせいたします。 

当社では、今回の事態を重大なものとして受け止め、全力を挙げて信頼回復に向けて取

り組んでまいります。 

 

記 

 

1. 不適切行為の概要 

 当社の連結子会社である下記の会社にて、製造及び出荷判定の過程において不適切行

為の存在が確認されました。 

 

会 社 名 岡山化工株式会社 

所 在 地 岡山県加賀郡吉備中央町西 152-6 

判明した行為 
JIS 製品の社内で定めた検査規格に係る検査値の改ざん・規格外品

の出荷 

行為の詳細 

・ JIS に係る認証を受けた製品について、社内で定めた検査規格

から逸脱した検査結果が得られた場合に、当該検査結果を規格

値内に収まるように改ざんした上で、当該製品を出荷した。 

・ JIS に係る認証を受けた製品について、社内で定めた検査規格

から逸脱した検査結果が得られた場合に、規格で定められた閾

値内に収まるものとして当該製品を出荷した。 
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2. 現在までの対応 

 当社は、社内コンプライアンスアンケートにて社内手続違反に係る不適切行為の疑義

が生じて以降、その情報収集及び事実関係の確認を進めてまいりました。その後、確認さ

れた事実関係を基に、当社は、日本塗料検査協会に対し、不適切行為のあった製品が JIS

に違反しているか否か等についての見解を確認し、臨時認証維持審査を受審しました。 

当該審査の結果、不適切行為を含め品質管理体制に不備があると認められたことから、

2023 年 10 月 26 日付にて JIS マーク表示の一時停止の通知を受けました。 

 

3. 今後の対応 

当社は、本件の重要性に鑑み、より客観性・独立性を高めた事実解明を行うための対

応を検討して参ります。当該対応については、正式に決定後に速やかに公表いたしま

す。 

 

4. 本件による各種影響 

（１）JIS マーク表示の一時停止による影響 

① 処分内容 

処分内容は以下のとおりです。 

処分内容 JIS マーク表示の一時停止 

処分理由 

臨時の認証維持審査において、製品検査工程の一部が鉱工業品

等認証省令第 2 条の基準に違反していることが確認され、それ

が重大なものであったため。 

認証取得者 大日本塗料株式会社 

 

② 対象規格 

処分の対象となる規格の内容は以下のとおりです。 

認証番号 認証区分・規格名称 状況 

JP0508059 JIS K 5551 構造物用さび止めペイント 一時停止 

JP0510006 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 一時停止 

JP0507028 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント及びシーラー 一時停止 

 

③ 処分による影響 

JIS マーク表示の一時停止対象となった当社製品について JIS マーク表示製品として

の出荷を停止いたします。 
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（２）安全性及び品質への影響 

当社は、不適切行為のあった製品の品質や安全性に問題がないことの確認を実施い

たしました。具体的には、当該製品の使用用途等を踏まえると人体への影響は想定さ

れないこと、また、不適切行為のあった検査項目に関する規格の逸脱が一般的に当該

製品の性能や安全性には影響しないことを確認しております。 

また、当社は、不適切行為に係る疑義が生じた後、速やかに検査実施体制の是正を

行い、規格に適合した製品の納入を実施しております。 

 

（３）製品使用への影響 

JIS マーク表示の一時停止の通知日より前にご購入いただいた該当製品について

は、品質に問題がないことが確認できており、引き続きご使用いただくことが可能で

す。また、JIS マーク表示の一時停止が解除されるまでの間は、JIS マーク表示の一時

停止対象となった当社製品を JIS マーク非表示製品として販売させていただくことは

可能です。 

 

（４）業績への影響 

本件が当社グループの業績に与える影響につきまして、今後開示すべき事項が生じ

た場合には、速やかに公表いたします。 

 

お取引先様をはじめ関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をお掛けしますことを、深

くお詫び申し上げます。 

 

以 上 


